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広
島
県
就
学
指
導
委
員
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

広
島
県
就
学
指
導
委
員
会
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
広
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

広
島
県
特
別
支
援
教
育
指
導
委
員
会
規
則 

第
一
条
中
「
児
童
・
生
徒
」
を
「
幼
児
、
児
童
及
び
生
徒
」
に
、
「
就
学
指
導
を
適
正
に
行
い
、
も
つ

て
障
害
児
に
係
る
義
務
教
育
の
円
滑
な
実
施
を
図
る
た
め
」
を
「
適
正
な
就
学
及
び
そ
の
後
の
一
貫
し
た
支

援
（
以
下
「
適
正
な
就
学
等
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
指
導
又
は
助
言
を
行
う
た
め
」
に
、
「
広
島
県
就
学

指
導
委
負
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
」
を
「
広
島
県
特
別
支
援
教
育
指
導
委
員
会
（
以
下
「
指
導

委
員
会
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。 

第
二
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
二
条 

指
導
委
員
会
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
任
務
を
行
う
。 

一 

広
島
県
立
特
別
支
援
学
校
に
就
学
し
よ
う
と
す
る
者
及
び
現
に
こ
れ
ら
の
学
校
に
在
学
す
る
者
の

う
ち
、
障
害
の
種
別
、
程
度
を
判
断
す
る
こ
と
が
困
難
な
者
に
つ
い
て
、
適
正
な
就
学
等
に
関
し
て

調
査
審
議
を
行
う
こ
と
。 

二 

障
害
の
種
別
、
程
度
を
判
断
す
る
こ
と
が
困
難
と
し
て
、
市
町
教
育
委
員
会
か
ら
依
頼
を
受
け
た

者
に
つ
い
て
、
適
正
な
就
学
等
に
関
し
て
調
査
審
議
を
行
う
こ
と
。 

三 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
前
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
こ
と
。 

第
二
条
第
二
項
を
削
る
。 

第
三
条
中
「
委
員
会
」
を
「
指
導
委
員
会
」
に
改
め
る
。 

第
五
条
第
一
項
中
「
委
員
会
」
を
「
指
導
委
員
会
」
に
、
「
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
調
査
員
を
置
く
こ

と
が
で
き
る
。
」
を
「
調
査
員
を
置
く
。
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
調
査
員
は
、
」
の
下
に
「
広
島
県

立
特
別
支
援
学
校
の
校
長
及
び
教
員
並
び
に
関
係
行
政
機
関
の
職
員
の
う
ち
か
ら
、
」
を
加
え
、
同
条
第
三

項
を
削
る
。 

第
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
七
条
第
一
項
並
び
に
第
八
条
第
一
項
中
「
委
員
会
」
を
「
指
導
委
員

会
」
に
改
め
る
。 

第
九
条
中
「
委
員
会
の
」
を
「
指
導
委
員
会
の
」
に
改
め
る
。 

第
十
条
中
「
、
委
員
会
」
を
「
、
指
導
委
員
会
」
に
改
め
る
。 

附 

則 

こ
の
教
育
委
員
会
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
五
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。 


